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1.損 害賠償請求事件
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II奈川鉄鋼産業健康保険Hl合

損害ll・償請求11件
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請求の趣旨

1.被 告は、原`:iに対し、金H.:72 Flを支払え.

2.訴 訟費用は被告の負担とする^

との判決および仮執行の宣言を求める

請求の原因

l tt illは、序J書地にllf在する日本乗道僣骨師会の会長であり、朱適整復師を業とす

るものである.

2.被 告は、健康保険法第25条に基づいて、設立された健康保険組合であり、登記な

くして当然法人とされ、保健綸付に関する訴嘔:については、if政けとみなされてぃ

る t健康保険法第12条の2)

3.訴 外Aの FBは I`′成10年12'12)日腰部捻Ftu、イi人腿部挫1“、頸部捻挫のため、「=

成H年 2月 1日から同年2り121日まで、訴外柔j芭整復師Cの 治繊を受け、その治療

費it合計金15,960111であった (11:第1サ証)、

4 右 訴外Bの Fi療費は健康保険の適用を受:ナ、 部 fl担金金47881:lを除いて、全

H172円 を抜riに対し請求することにな ′́た.有訴外人の父で健康保険の加入者で

ある訴外Aは 、'平成‖年2′128[]付療養費え給中講書のうち、療養費代理受領委1■

状欄に記名捺印して、原告に対し療養費受額の中請およびその代理受領を委任した,

3 右 請求手続は、いずれも施行をした柔道整復師Cが 所属する日本柔迫整骨師会会

長である原1〕に、療養費の受領を委任する方法をとり、原告のFll刷した療養費支綸

中請書にJd名捺印する方法によって行われた す なわち同中請書のうち、施術証明

書の襴にCが 、療養費受領委任状の旧にはAが 、それぞれ記71の後へ捺印をした後、

被告に提出したのである (甲第 1け証、甲第2号証,.

6.し かるに被:=は、有代理委11状欄に記載された右訴外Aの 氏名が手書きによるも

のでないことを理由として、療養費支給申請書を原告に返戻してきた(甲第2号 証、

甲第3号証)4

7.氏 名の記載につき手書きが要求される場合は 1つある。 つ は署名であって、こ

れは本人確認のため本人の自筆による手書きを要求する場合である 1つ は記名で

あつて、この場合は、本人でなく誰が書いてもよいのであり,(ぃうまでもなく活字

やゴム印も有効である)そ の場合は、本人確認のため押Fllを要求される。

8 療 養費支給申請書に氏名の記載が要求される理由は、本人の意思確認のためであ
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る、その根拠は、厚生省保険局医療課長通知によるもので、次の経過をたどつてい

る。

(1)昭 和61年6月 6日保険発第57号 「柔道整復師の施術に係る療養費の適ll化につ

いて」

(2)平 成9年 7月 3日 事務次官等会議申合わせ 「押印見直しガイドラインl

(3)平 成H年 2月 10日保険発第12号「柔遭整復師の施術に係る療養費について (通

知)」

9.右 通知(いは、「施術料金の受取について受領委fIの形式をとる場合、委任状の1ヒ

所、氏名、委任年月日は患者の自筆によるものとし」と署名を要求していたが、イf

の通知(3)は、右通知(2)の中合せ て規制緩和をH的 とする)に したがい、署名を要

求する項目を有1除した。さらに、実施 Lの留意事項を改め、患者が住所、氏名、委

任年月日を記入することが出来ない場合には、柔道犠復師が代理記入し、患汁か',

押印を受けることとした,その上にただし書きを加え、押印は患者のは印でも足り

るとさヤしている 111第 3サ J正)、

10.患 Iの氏名記載の趣旨が、本人の請求意思確認のためであるとすれば、氏名を手

書きにこだわる必要はないはずであり、活●:、ゴム自]、その他であつても氏名が記

載されていれば、押印と併用することにより本人の意思確認の要求に答えることが

111来るのである.

H し たがつて、た綸中請書が手書きでないとの理‖Iで療養費の支給を停止したこと

は、もともと無効の処分であり、行政庁l●部でF・書きをするよう指導したとしても、

それは国民に'1して強要することは出来ないものである`原 Fiが聞いたところによ

れば、厚生省当局は、患着の氏名はワープロ、trl′″、:コ
・
ム印等、いずれでもよいと

Ftえたヒのことであり、静岡県では、記71方法について何′)の制限も加えられてい

ない

12.よつて原|:は、代理人として受領を委任された療養費か、もLも ヒ無効である抜

告の処分によt'セ給されなか■たため、柔道幣復師の治療費に充J`きオιるべき011

の支払を受け',れず、訴外Aに つき金H.172円の損害を受けたので、被Frに対し、

請求の趣旨記載の ヒおりの金員の支払を求める

13.をお、柔道継彼師に対する健康保険の療養費え払いは、医師の場合のように、医

師の健康保険に対する債権の弁済と異なり、患者の健康保険に対する債権を柔道

整復師が代理 して受領 し、受領とl・1時に柔道整復師の患者にA・lする治療費債棒
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と、相穀することによって清算される。これを療養費の受領委任の取扱いと称し、昭

和18年3月 30日保発第796号の各地方長官あての厚生省保険局長通達以来現在まで

50年以上も続いている支払い方法である。

14.前項の昭和 18年(3月30日保発第796号通知以来 「受領委任」の取 り扱いは、柔道

整復麟が被保険者の住所、氏名、申請年月日を記載し、これに、被保険者の認印を

押印して請求する取り扱いとされていた`

15.前記5項 の(1)の 「昭和61年 6月 6日 保険発第57号」の取 り扱いについても、実

態として息者 ・僚保険者が署名忌違などをした場合に備えて、昭和61年 7月 17日、

厚生省保険局医療課課長綸佐中付清次より「内かん」(甲第4号 証)が 出され、同通

知 l項について「被保険者が自筆することが困難と認められる場合においては、(柔

道整復師が)代理記入することも差し支えないこと(」として柔道整復師が記名する

ことを認めている。柔遺整復師による核保険者の氏名の代理記載は、パソコン等の

普及により自l辱1をしても本件以外の請求では適法として取り扱われ、何ら問題は′「

してし=ない

証拠方法

1 甲 第 1号証

l.甲 第2け 証

1 11第 、̀号証

l 甲 第4ぢ 証

添付書類

l 甲 各号証写

(療養費支給申請書)

i平成 H年 4月 審査分j[戻付せん)

(柔道整復師の施術に係る療養費11ついて (通知,)

(厚生省保険局医療課からの内かん)

各 l通

平成 ‖ 年 卜月 19‖

横浜地方裁判所  御 中

.l拠 略

被告答弁

原 告  :i
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書

原告 占    賀    功

被告 神 奈川鉄鋼産業健康保険組合

平成 H年 9月 21‖

横浜地方裁判所

第 5民 事部 い 係 御 中

請求の趣旨に11する答弁

1.原 告の請求を棄却する。

2.訴 訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因に対する答弁

l.請 求の原因 l

2.請 求の原因2

3.請 求の原因3

4 請 求の原因4

5.請 求の原因5

6.請 求の原因6

7.請 求の原:17

8.請 求の原因 8

(1)認 める、

(2)不 知J

(3)認 める。

9.請 求の原因9

lo.請 求の原因 10

H.請 求の原因 H

12.請 求の原因 12

13.請 求の原因 13

14.請 求の原因 14

15.請 求の原因 15

認める

認める(

不知

訴外Aか ら原告宛に療養費の代理受鎮を委任した書類が被告宛

に送達されたことは認め、その余は不知

原告 li張の文書が送達 されたことは認め、その余の事実は不知ぅ

認める,

認めるリ

認める。

認める^

原告の意見であ り、認否 しない(

争う。静岡県の取 り扱いは不知`

争う。

不知.

不知。

前段は認め、その余りは争う。
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被 告 の li張

1.原 告主張の療養費の代理受領の方法について、原告の主張の請求原因9の如く変

更され、その通力|が神奈川県福祉部保険指導課長名で発jとされているが、有文書が

被告へ到達したのは、平成11年4月 2日 である。原i■iから請求があったのは、平成

H年 3月 25日であつた。なお、原告II張の受取代理人欄の記織は、ワープロ、タイ

ブ等で良くなr,たという点は認められないが、そのことのみで請求書を返戻すべき

でないとしているのみで、有効か無効かまでは言及されていない.な お、右通知は

神奈川県福社部保険指導課から健康保険組合指導官名で同年6月 8日被告に送達さ

れてきている。したがって、被告が原Fiの請求書を返戻した時点においては、原告

主張の如く明らかに無効であるとは言えなかつたものである,

2 被 告は、 11本 件訴訟において答弁し、原片請求分については既に支tl、っている

が、本件訴訟における原1'テの請求は、債務イく履行によるものか、イ:法行為によるも

のか明らかではない 仮 に、債務不曖行に基づくものであるとすれば、被Fiは、原

告に村し、なんら債務不城行の責任はない 原 :キは、ただ代理受領権限を受11して

いるものであり、卜来核P手が債務イく履行責任を追及されるのは、訴外Aか ′′であり、

原告からではない ま た、イく法行為に基づくものであるとすれば、訴外Aに 対し1〔

ならば格別、被告は、原音に対し、なんらの損害を与えていない よ ・,て、原告の

被告にl・IするJI求は、彙却されるべきである.

3 以 11の事由により、小件訴訟は、訴外Aが 原1キとなるのであればともかく、原告

については訴外Aの 代理人としての資格がないので、地方裁判所においては訴訟行

為能力がない.

1.な お、原告が再l■請求することなく、いきなり訴訟 卜の請求をなしてきたことに

ついて、真意が不明である、被告としては、再度請求があれば支払いに1きじること

はや :́:さかではなかった。

5 本 件請求については、前記の如く平成H年 8月 27日、被告は、請求額の金‖ 172

円な」′びに訴訟費用全6,"0円 (貼用印紙代金5(1)Fl、郵券相当分金6,400円)rt金

18,げ2「1を原告の預金日座へ振り込んで支払いずみであるので、原告の訴えについ

ては理由がなく、請求は棄却されるべきである

以 [

証拠 略
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原告準備●面

準 備 書 面

原告 占    賀    功    ‐

被告 神 奈川鉄鋼産業健康保険組合

右当事者間の平成H年 (ワ)第 2897号損害賠償請求事件について、原告は次のとおり

弁論を準備します^

平成 H年 9月 24‖

訴人 占    賀

横浜地方裁申l所

第2民 事部  御 中

1.被 告の主張に対する反論

(1)療 養費の代理受領の方法について

イ、'F成9年 7月 3〔]事務次官等会議中合せにより押印地lllしガイドラインが定めら

れたて

日、これに基き14成l(,年1月 12日、総務庁は 1押印の見1にし■ll果につt て` 1を発表し

た。その結果表によれば厚生省は5Zl件の見直 しを行い、うち1暉件はllL名のみで よ

いとしたのである

鷹療費支綸中請についても老人医療費は、記名のみでよいとし、抹自lを省略 して

よいとされている

ハ、1ヴ生省保険局区療課は、平成 H年 2り;10H保 険/tt第12号をもつて、(道 整薇師

に係る療養費について通知を発 した こ れは、前記 1押自1見直 しカイトラ イン ,「

成 9年 7'13‖ 事務次官等会議中台モilに基いて適正化をlklるもので、Hll和61年 6

月6H保 険発第57け 「柔i菫整復師の施術に係る療養費の適11化について1の 部 改

正をしたものである_

すなわら、療養費請求書の受取代理人相について 「患者から受領委1■を受けた場

合は、受取代理人襴に被保険者の住plr、氏名、委任年,1日のId人を受けること`た

だし患者が自|を右 しないときは、患村の拇印を受けるだけで足 りるlrt扱いとするこ

と。(11ド略)」と欧liされたのである

JJ」
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二、これは、行政の簡素化の趣旨に基くものであるが 「柔道整復師が代理記入し」と

書かれている部分について、この通知を受けた都道府県民生主管部 (局)保 険主管

課 (部)は 、柔道整復師の手書きによる記入を要求し始めた。これは都道府県ごと

にまちまちであり、この手書き記入の有無で療養費支払いをしたりしなかったり統

‐されていないのである。ことに思質なのは1同 ‐府県内で柔道整復師の原告には

これを理由に支払いをストツプし、他の条道整復師には手書きでなくても支払うと

いうことで、差別扱い、いじめに利用されているのである。

ホ、本訴訟の目的は、かかる不公平な行政取扱いを正すことにあるが、被告の主張は、

有ガイドラインの本旨に基かないで、通知の到達前であったから支払わないという

のでは、適法であるにもかかわ′》ず、これを無視する不当な行政指導として、承諾

できないのである、 般 l■」民ならともかく、行政庁 ヒみをされている被告は、厚41

省通知以前である昭和61年に厚′li省の医療課長補佐から、内かんで記名捺[pについ

て通知を受けているのであり |‖1第4号証)そ の中に代理記入は差支えないと■ll記

されている し たが っ́て、披音の L張する文書通知のH以 前のことは、知らなかっ

たとは言えないのである

121 11務イく覆行か、イ(法行為によるものか

本件の た夕、いは、行政処分たる性質の保険4ii付と柔迫整復施術料金の支払いとい

う民事11の債権債務の弁i轟とを つ に結合した行為である こ れ|よ原告がr・望 して

作 り出したもので:まなく、請求の原因第10項に記載したとおり厚生省保険局が相み

出 してlrli亡した巧妙な手法である 健 康保険の綸flはもともと医師の場合|よ、保険

から医師へ直接支夕、われる仕栞lみで発足したが、柔i芭整復師は後に健康保険が適丼1

されるよう:こな・,たため、1呆険給11は■者に支払われる 患 者は、保険とは別個に

乗道修復師に支払 うことになる こ れを仄師 と同 じように保険者から柔適整復師ヘ

直接 支払 うように法`,構成 したのが、受領委fiという方法であ り患者の委任を受け

て、委任状 を1サして請求することにより、柔道整復師が保険者から直接 支払いを受

けることにしたのである こ の法律的性質は,保 険給付は法律に基 (行政処分であ

り、柔道整復師への 支払いは契約に基 く債務の曖行である (このことは総務,1'行政

監察ll・J行■ lll談課の文書:こよるI』答に明記している.'

これは、受領委11という法形式をと ,́ていながr)1果険給付金は患者の手7Lには全

く渡じ)ないで、事実は 桑道整復師本人の償権のキ済に充当するシステムである´医

師に村する保険給付は、医師の債権であるから医師に対●る債権者は、これを差押
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さえることができ、11税埼
=も

税金債権で差押さえできるという通達を出している ヒ

ころが柔道整復師に対する情権で受領委任による保険綸付を差押さえることは出来

ない。柔道整復師に入住されるのは、思者の代理人として思者への支払いとしてな

される社会保険綸付であるからである、ところが柔道整復師に入金すると同時にそ

の金は柔道整復師個人に対する民事上の弁済受領となる。委任事務の処理として患

者本人にいつたん渡して、忠者か',支払ってもらうのではない 患 者と関係なく支

払いが完 了するのであり、思者は治療を受けたときは支払いをしていないのである

このような、保険給付行政と個人債権の弁済の結合した つ の行為につき、債務

不履行か不法行為かを分離することは4く可能である.行 政は'1、不当か有効か無効

かで,わ れる。通達の趣旨を読みちがえて、保険の支綸を停11したのはイ(当な行政

であるか無効の行為かいずれかで、11民に損害を加えたものである

本件は、記名捺自〕に'蒔 きを要求するという原被告間の契約上の手続にかかる紛

争であり、すt会保険綸付を拒riすべき理由|よどこにもない 被 |:の支払拒合は、行

政の不作為と、原告に対する債務不服行になるが、これは行政庁と原告との契約に

違反するもので、思者に対する債務不賊行ではない^

以 l

判 決

ヽ
14成H年 (ワ)第 2897号 損 害賠償請求事件

Ll頭弁論終結 日 :`4成H年 9月 21日

横浜市神奈川区

原告  占

川崎市川崎区宮本町2番 地27

被告 神 奈川鉄鋼産業健康保険組合

原告の請求を楽却する^

訴訟費用は原告の負担とする

第1 当 事者の求めた裁判
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1.請 求の趣旨

(1)被 告は、原告に対 し、金 H.172円 を支払え"

(2り 訴 訟費用は被告の負担 とする,

(3)仮 執行常言

2.請 求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

第2 当 事者の主張

1.請 求原因

(1)(当 事者等)

IF: 原告は、柔遺整在師を業とする者であり、日書地に所在する訴外11本柔道

整骨師会の会長である」

セ: 被告は、健康保険法の規定に基づいて11●された健康保険組合であり、金

記なくしてli然に法人とされ、保険給イ1に関する訴訟については、行政庁と

みなされている

, 訴 外A:以 下 「訴外AJと いう)は 、被illの組合員たる抜保険者である.

1, 訴外B(以 ド「訴外B」 という)は 、訴外Aの ■であり、健康保険の被扶

養者である

(2)(訴 外I)の負傷と治療)

訴外Bは 、
｀
「成 10年12月20日、腰部捻挫、有大腿部挫傷、頭部捻挫の傷害

を負い、同11年2月 111から同り,24Hま で、訴外柔道整復師C(以 ド「訴外

C」 という)の 治療を受け、その治療費 (療養費)は 合計金 15,960円であつ

た4

(3)(保 険綸付の額)

前項の訴外Bの 療養費は、健康保険の適用を受け、訴外Aが 被告に対して請

求しうる金額は、 ‐部負担金4,788円を除いた金 ll.172円であつた。

(4)(療 養費の支給申請と代理受領の委任)

訴外Aは 、原告が印311した平成H年 2月 28‖付療養費支給中請書 (以下「本

件申請書Jという)の 療養費代理受領委任状欄に記名捺印して、原告に対し、

凛養費支給の中請及びその代理受領を委任したて

(5)(ま とめ)

よって、原肯は、被告に'|し、訴外Aが 被告に|・lして有する右療養贅支給請
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求権に基づき、金 H,172円 の支払を求める。

【本訴を提起するに至つたと原告が主張する事情】

(l)(柔 道整復師に対する療養費支払方法について)

1● 柔 遭整復1輌に対する健康保険の療養贅支払いは、医師に対する健康保険の

療養費支払いと異なり、患者の健康保険組合に'1する債権を柔道整復師が代理

して受領し、受領と同時に柔遭整復師の患者に対する治療貴債権と患者の柔適

整復師に'すする癬養費返還請求権とを相殺することによつて'脅算される これ

を療養費の 「受領委任の取扱い」と称 し、昭和18年3「'3)日保発第7%号 の

各地方長官あての厚生省保険局長通達 (以ド「昭和18年第7%号 Jという,以

来、現在まで50年以 Lも続いている支払方法である

0 療 養費支給申請書の氏7・記載に関して発せられた厚生省保険局医療課長通

知は、以下の経過を辿った.

1, 86和61年6月 611保険発第57け「柔連整復師の施術に係る療養費の適正

化について」`j決下「Ha有161年第57ぢ」という)は 、「施術料
/Fの受取に

ついて受領委任の形式をとる場合、委任状の住所、氏名、委任年月IIは忠

者の白筆によるものとし1と して,7名 を要求していた。

21 し かし、昭有161年第57けの取り扱いについては、患者 技保険者が署71

忌避なとをした場合に備えて、H“和81年 ア'l17H、 l,生省保険局医療課

課長補佐中村清次より1内かんJが 出され、同通知 l項において 「被保険

者が自筆すること力̀困難と認め′,れる場合:二おいては、(柔道整復師が)代

理記入することも差しtえない■ヒ lと して、柔道幣復師が記入すること

を認めていた.

3, そ して、平成 H年 21,10H保 険発第 12サ 1乗道修復師の施術にかかる

繊養費について 通ヽ知)it以 卜114成H年 第lとり;ヒ いう|は 、lll成9

年7月 3H事 務次官等会議中r,わせ 1押自〕見1貞しガイドライン|に従い、

BI和61年第57号の署名を要求する項目を薇1除し、さらに、実施 liの留0

事項を改め、患者が住所、氏71、委任年りl‖を記入することができない場

合には、■道整夜師が代理記入し、思者r,か押白〕を受けることとした

(2)`原 告による療養費支給申請と本件中`″苺の返′たし'

|`成11年第12号の発せられた後に、原riは、訴外Aの 代理人として、被Fiに

'すし、療養費支給の中請をしたが、抜告は、本件申請書の療養費代理受領委11
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状欄に記載された訴外Aの 氏名が手書きによるものでないことを理由として、

本件申請書を原告に返戻 してきた。

そこで原書は、右返戻処分が無効であるので、本訴を提起するに至ったもの

である。

2.請 求原因に対する認ri

(1' 請 求原因(1)■)、4は 認める。

(2}請 求原因(l)●)、「́、12)、(3)、(4)は知らない

3.抗 弁―弁済

被告は、原告に対 し、・
:4成H年 8,127H、 本件療養費支給1責務につき、原告の

請求額11,172円及び訴訟費用6.91X,円の合計18072「 1を、原告の預金日座に振 り

込む方法により支払った、

4.抗 弁にtlする認`j

抗弁は認める:

理    由

1.請 求原11(1'1'、らの事実は当事者間に争いがない.

2 1,第 1■ 証及び弁論の全趣旨によれば、請求原l‖11'`J、`、(2)、(3)及び(`1,の

事実が認められる

3.抗 弁の事実は当1`者l10に争いがない.

.1.以 Lに よれば、原告の本訴請求は理"lがないからこれを彙却することとし、訴

訟費用の負11について民事訴訟法67条 1項 本文、61条 を適11して、1:たのとおり

判決する

横法地方裁判所第5民 事部

・Ftt H年 10月 26‖

事件の意味 「通遺乱用」厳禁の書饉

本件は修復師社会の行政権乱用の典型ですt「資格と制度」や 「法令と通達 行 政指導」

を混同し、舌L‖lし、強者 ・保険者がJli者 患 者・整復師に嫌',せや苛めを働 く典型です.

LII民のための制度を資格者のための制度と化し、資格考どおしの比較の下に強者が弱者

に思賜の制度とし、法令を無視する通達連守の行政指導乱用を働き、弱者 患者・整復師

に負IIIや犠牲を強制する非が注意されたものです 小件被告保険行は神奈川県当局の行政
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指導に従い、神奈川県は|ヴ′[省当局の通達連
′
1:を受けたものですが、健康保険法や民法で

は17生省通達のような片務的委11の強制を行っていません 本件の意味は法令要件を超え

た 「通達Jや 1行政指導」の乱用に警鋒を鳴らすものです

占

神

2.損 害賠償請求事件
横浜地方裁判所 平成11年 (ワ)第 2769号

訴  え

原F:

被1ヤ

損害11償請求事件

訴訟物の価格金25.801

貼用nl紙額金 mol:l

請求の趣旨

1.被 告は、原告に対 し、金258011:Iをt夕、え

2.訴 訟費用1は被illの負担 とくる

との判決および仮執行の宣言を求める‐

請求の原因

1.訴 外 Aは 、 |:成10年 ll,i13日、腰部捻挫および右月1関節捻伴、′::け関節捻挫の

ため、および I:成H年 2月 l H ttn・f聡挫のため、|:成H l12月lHか ら同年2月 27

日まで、横i兵市神奈川|スC整骨院において、柔道整復師である原告の治療を受け、そ

の治療費は合計金32252P〕であ ′́た II口第 1号ld l。

2 イゴ訴外人の治療費は、健康保険の道月lを受けるため、 部 負担金 (金6.4511])を

除く金25.測1円について、療養費え綸申請許のうt)の療養費代理受領委任状欄に記

名僚自1して、療養費の受領中請および代理受領を原告に委(■した 原 告はこれに基

づき14成H年 2'128H付で、神奈川県鶴見社会保険事務所に同訴外人の療養費の請

求をした。
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3.し かるに被告は、右代理委任状欄に記載された右訴外人らの氏名が手書きによる

ものでないことを理由 ヒして、療養費支給申請書を原告に返送 してきた (甲第2サ

証)′

4.氏 名の記載につき手書きが要求される場合は_1つある  つ は署名であつて、こ

れは本人確認のため本人の自筆による手書きを要求する場合である。 1つ は記名で

あって、この場合は、本人でなく誰が書いてもよいのであり、(いうまでもなく活字

やゴムFpも有効である)そ の場合は、本人確認のため押印を要求される.

5.療 養費支綸申請書に氏名の記載が要求 される理由は、本人の意思確認のためであ

る.そ の根拠は、厚生省保険局医療課長通知によるもので、次の経過をたど ,́てい

る。

(1)昭 和61年 6月 6‖ 保険発第57号 「柔道整復師の施術に係る療養費の適正化につ

いて」

F`成 9年 7月 3‖事務次官等会議申合わせ 「押印見直しガイドラインJ

平成H年 2月 1011保険発第12号「柔道整復師の施術に係る療養費について 1通

tl,」

6.右 通知 lは、「施術料 金の受取|二ついて受領委任の形式をとる場合、委任状の住所、

氏名、委任年月日は思者の自筆によるもの とし」と署名を要求 していたが、イFの通

短13は、イi通知どの中合せ イ規制緩和をH的 とする)に したがい、署名を要求する

項目を削除 した,さ ′′に、実施 Lの留意事項を改め、息行が{[所、氏名、委任年,,

11を記入することが出来ない場合には、柔道整夜師が代理記入し、息者から押11を

受けることとした,そ の Lにただし書きを加え、押Fpは患者の拇印でも足 りるとき

れている (甲第3号 証)

7.患 者の氏名3d載の趣旨が、本人の請求意思確認のためであるとすれば、氏名を手

書きにこだわる必要はないはずであり、活字、ゴム自1、その他であっても氏名が記

載されていれば、押印と併用することにより本人の意思確認の要求に答えることが

出来るのである。

8.し たがって、支給中請書が手書きでないとの理由で療養費の支綸を停止したこと

は、もともヒ無効の処分であり、行政庁内部で手書きをするよう指導 したとしても、

それは国民に対して強要することは出来ないものであるt ttFiが聞いたところによ

れば、厚生省当局は、患者の氏名はワープロ、活字、ゴム印等、いずれでもよいと

答えたとのことであ り、静岡県では、記名方法について何らの制限も加えられてい

-95-



ない。神奈川県の 一部と千葉県の一部はこれら記名の場合、手書きを要求 し、療養

費の支払いを拒絶 しているのである。

9.よ って原告は、代理人として受領を委任された療養費が、もともと無効である機

告の処分により支綸 されなかつたため、柔造整復師の治療費に充当されるべき金員

の支払を受けられず、訴外Aに つき金25,301円の損害を受けたので、被告に対 し、

請求の趣旨記載の とお りの金員の支払を求める(

10.な お、柔道整復師にt・Iする健康保険の療養費支払いは、医師の場合のように、医

師の健康保険に対する債権の弁i斉と異なり、患者の健康保険に対する債権を柔道整

復師が、代理 して受領 し、受領と同時に柔道整復師の患者に'Iする治療費債権と、相

殺することによつて清算されるぅこれを繊養費の受領委任の取扱い と称 し、昭和 18

年3月 30日保発第796号の各地方長官あてのit/生省保険局長通達以来現在まで50年

以 Lも続いている支払い方法である

H.前 項昭和 18年 3月 3)ll保発第7%号 通知以来 1受領委11」の取 り扱いは、柔道整

復師が被保険者の住所、氏名、申請年「j‖を記載し、これに、被保険者の認印を押

自lして請求する取 1)扱いとされた

12 前 記 5項 の(1)の IB4和61年 6月 6日 保険発第57号」σ'Irtり扱いに′'いても、
′
メ[

態 として患者 ・被保険者が署名忌避などをした場合に備えて、8召和61年 7月 17H、

り生省保険局医療課課長補佐中村清次より || かヽん」 iヽ'第4号 証 1が出され、同通

知 l項 について「被保険者が自筆することが困難と認められる場合においては、(蕉

迫整復師が,イヽ理記入することも差し支えない こと 」として柔迫整復師が記名 する

ことを認めている′柔迫修夜師による抜保険者の氏名の代理記載は、パソコン等の

普及による印椰Jをしても本件以タトの請求では適法としてlltり扱わlι、何ら問題は生

していない

証拠方法

1.甲 第 1号証 (療養費支給申請書,

1 甲 第 2号 証 (平成 H年 4月 審査分払″̀付せん:

1.17第 3号 証 (柔道整復師の施術に係る療養費について (通知,,

1.:‖第 4号 証 (|プ41省保険局医療課か',の内かん)

添付書類

l.甲 各号証写  各 1通

平成 11年 7月 3)日
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原告 占  賀

横浜地方裁判所

被告答弁

平成 H年 (ワ)第 2769号 損 害賠償請求事件

原告 占   賀   功   一

被告 神    奈    川    県

平成 H年 9月 2H

横浜地方裁判所第 2民 事部 御 中

祥  弁   蒔

第 1 本 案前の中立

原告の本件訴えを却 ドする

訴訟費用は原告の負担 とする

との判決を求めるc

第 2 本 案前の中立の理"1

原1'fの損害 と静iする金員は、訴状に記載されているように、訴外Aが 柔道整復

師に治療 を受けた際の、治療費:二係る健康保険綸付金である.

この健康1果険事業は、lJの事業であるが、その施行は健康1果険法施行令第 1条

の2に より神奈川県セ1事が職権委任を受jtし、さ1)に地方向治法附則第 8条 に基づ

き地方向治法規程第69条2け で指定 された事務を地方ri治法規程第70条の地方事

務官である社会保険事務所長に地方向治法規程第72条の規程により再委任 し、実

施さ,しているものである

このことか'′、健康保険事業に関する処分を争うのであれば、審査請求を経た

後、本件であれば保険者である●見社会保険II務所長、あるいは神奈川県知事を抜

告として、訴えを提起すべきである.

また、llt害賠償請求を提起するのであれば、イ(法行為を行ったとされる者を適

切な被告として選定すべ きである .

次に、本件の給付金は訴外Aが 請求者であ ,́て、その請求手続 きを原告が代理

したにすぎないのであるから、仮に損害が生 したとすれば、それは請求者本人で

あって、代理人に損害が生ずることはあ り得ないところである
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本件で原告が損害を被ったとする、

るc

第 3 請 求の趣旨に対する答弁

原ilの請求を棄却する

訴松費用は原::iの負lHヒする

Lの 判決を求める。

その損害 とは何か、釈明を求めるものであ

第4 請 求の原因に対する認否及び被告の主張は留保する(

付嘱書類

】 代理人指定書   l通

原告準備書面

有当事者間の平成H年 `ワ,

弁首を準備 します。

平成 11年 9月 1611

原告 古  賀  功

横浜地方裁判所

第2民 事部 御 中

準 備 吉 ni

原ri 占

被ill 神

第2769号lll害賠償請求事件:1ついて

j‖      鳴l

原告は次の ヒお り

l.本 案前の申立に対する笞弁

(1)被 告は、lコからいわゆる機関委任事務として、健康保険法に基づく給付金の支払

いをする権限を有することは認める.

(2)原 告の主張は、健康保険事業に関する処分を争ったりしてはいない.

訴状をよく読めばわかるとおり、被告が請求書を返戻した行為が行政処分にあた

るのかどうか、明治以来■l法の世界では明FJな「記名捺印」に手書きを要する根拠

を間うているのである。

(3)被 告は、原告の請求に対して、法令に違反しているのか、1'政指導であるのか明
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(5)

らかにせず、あいまいのままに請求書を返戻 して、原1キに'すする支払いを停止して

精神的、経済的損害を加えた。

被告の行為が正当であるならば、被告は行政庁として、いかなる行政措置をした

のか、その性質を国民である原告に明らかにすべ きである.

原告は、被告が行政処分ともいえない措置をして、原吉と同 じ取扱いを行ってい

る他柔道整復師には適lEとして支払いながら、原告のみにイく公平な支払拒絶をした

ことの足IIを求めているのである.

柔道整復師に'1する、療養費支給の特別な仕組みについては、訴状の10項以下に

述べたとおりであり、その法律構成は総務庁行政監察局行政相談課の文書回答に基

づき、主張 したものである し たがつて、不支給は原告から言えば、債務不履行で

あるが被告の行為は不法行為である それは、厚生省通達が健康保険給付の支払い

という行政処分 ヒ柔道整復師に対する患者の治療費支払いという民事Lの行為を ¨

度に解決するような巧砂な仕組みを作 り出 したかr,でぁる,法律に基 く行政 手続 き

ヒ契約に基づ く弁l・|が合体 した'F為は、たの拘束が、違反 した場合の効力がどうな

るか前記文書レl答も封切・っておらず、契約は違反しても健康保険綸付には影警 しな

ヽヽとしている

しか しながらヽ件の要点は、イjの点ではなく、記名捺印の記名に:よ活字、ゴム印、

ヮープロ、パソコンを含むということを認めるかどうかの ‐点にかかっている●)で

ある。これを認めればすべては従来どおりFl滑に動 くのであり、それが次官会議中

合せによる.押印見lAしガイドラインの趣旨である行政簡素化に資する道である.

記名捺印は、被告との契約内容をなすものであ り、仮にこれに違反したとしても健

康保険綸付は4f政処分であり民事上の契約により行政 Lの拘束力は4]しないはずであ

る′したがつて、被告は健康保険給付に影'さ せず、その支払いをなすべきである,

以 11

事件の表示 平 成 H年 (ワ)2769号

期日    平 成 11年 12月21 Fl

弁 論  の  要  鎖

当事者間|こ次のとおり和解成立

(6)

解千ロ
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第 1 当 事者の表示

横浜市神奈川区

原告は、本件和解|二基づ き、

年12り128日、被告に`'求し、

原告 古

被告 神

賀  功   ―

奈  川   県

第2 請 求の表示

請求の趣旨及び原因は、訴状記載のとお りであるからこれを引用する.

第 3 和 解条項

別低和解条項記載の とおり

(別紙)

和 解 条 項

1.原 告は、●見社会保険事務所にllし、'平成 H年 12'128日 までに、法的に有効な

委任状に基づ き本件礫養費支綸中請書を提出する

2.前 項の申請書が提出されたときは、技1'iは、原,すに'1し、平成 12年 1月 末日限 り、

鶴見社会保険事務所をして、金258011りを原itの傾金H座 に振 り込んで支払う,

3.原 青ヒ被告の間には、本件に関 し、本和解条Jrt i:,こめるほか何らの債権債務のな

いことを相互に確認する`

4.訴 訟費用は各自の負担とする

抜riから,L"tされた甲第 1

被Fiかr)i4成l」年 l′j18

以 li

りiF療養賀支綸申請"を F`tt H

‖、金25.801円が支綸された
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